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港区放課後児童育成事業実施要綱 

平成１８年１月１８日 

１７港教生第６６５号 

（目的） 

第１条 この要綱は、放課後等の学校施設等を活用し、児童が学習、スポーツ、遊

びなどの活動を行い、児童の自主性、社会性及び創造性を養うとともに児童の健

全育成を推進する放課後児童育成事業の実施について必要な事項を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 この要綱において「放課後児童育成事業」とは、港区立小学校等において

放課後等に児童が安全、安心に過ごせる居場所づくり事業をいう。 

（名称及び実施校） 

第３条 放課後児童育成事業の名称は、放課GO→とする。 

２ 放課GO→は、別表に定める小学校（以下「実施校」という。）において実施す

る。 

（対象児童） 

第４条 放課GO→の対象児童は、実施校に在籍する小学生及び実施校の学区域内に

居住する小学生とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、対象児童を制限

し、あるいは、実施校に在籍しない小学生も対象とすることができる。 

（登録） 

第５条 放課GO→に参加しようとする児童は、放課GO→参加登録申込書（第１号様

式）により保護者が教育委員会へ参加登録の申込みをしなければならない。 

２ 前項により申込みをした保護者は、教育委員会の指定する児童を対象とした傷

害等保険に加入しなければならない。 

３ 登録の期間は、登録の申込み日からその日の属する年度の末日までとする。 

（実施日時等） 

第６条 放課GO→の実施日時は、平日の放課後から午後５時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、実施校の実情に

合わせ、実施日時を変更し、定めることができる。 

（更新） 

第７条 放課GO→に年度終了後継続して登録を希望する児童は、改めて登録申込み

をしなければならない。 

（活動内容） 

第８条 放課GO→は、次に掲げることを計画的に行う。 

（１） 児童の安全確保、健康管理及び情緒の安定に資すること。 

（２） 児童の自主的な学習、遊びなどの体験活動の援助。 

（３） 地域と連携した児童の健全育成に資すること。 

（４） その他児童の健全育成上必要なこと。 

（費用負担） 

第９条 参加実費等に要する費用は参加者の負担とする。 
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（協議会） 

第１０条 この事業の実施に際しては、保護者、学校関係者、地域関係者及び事業

協力者（以下「保護者等」という。）の意見を事業の運営に反映させるため、各

実施校に保護者等で組織する放課GO→協議会（以下「協議会」という。）を設置

する。 

２ 協議会委員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

（協議会の協議事項） 

第１１条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。 

（１） 事業の運営に関すること。 

（２） その他協議会が必要と認めること。 

（協議会の組織） 

第１２条 協議会に会長、副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は委員から互選により選定する。 

３ 会長は、会務を統括する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

５ 会長は、必要に応じて協議会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことが

できる。 

（協議会の招集） 

第１３条 協議会は、協議会会長が招集する。 

（協議会の庶務） 

第１４条 協議会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習スポーツ振興課が処理す

る。 

（連絡協議会） 

第１５条 事業を効果的かつ円滑に推進するために、放課後児童育成事業連絡協議

会を設置する。 

（事業協力者） 

第１６条 実施校には、校内外及び児童の安全確認等の業務を行うために、協議会

から推薦を得た者又は保護者等の中から、この事業への協力者として放課GO→サ

ポーターを教育委員会が選任する。 

（関係課等との連携） 

第１７条 この事業の実施に際しては、児童の健全育成に総合的に対処するため、

関係課等と連携を図り行うものとする。 

（委任） 

第１８条 この要綱の施行について必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部長

が別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１９年１月２６日から施行する。 

付 則 
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この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１９年１１月１６日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２３年１０月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２４年９月１日から施行する。 

付 則 

別表の改正中、放課GO→あかばねについては、平成２５年１月９日から、放課GO

→しろかねについては、同月１１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２７年１１月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

名称 開設場所 

放課GO→みた 港区三田４―１１―３８御田小学校内 

放課GO→おだいば 港区台場１―１―５港陽小学校内 

 


